
（平成２３年４月２７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 19 件

厚生年金関係 19 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 12 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



京都厚生年金 事案 2407 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①について、事業主は、申立人が昭和 17 年６月１日に労働者年

金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対

し行ったことが認められ、かつ、申立人の株式会社Ａにおける労働者年金

保険被保険者の資格喪失日は、18年４月１日であると認められることから、

申立人に係る労働者年金保険被保険者の取得日及び喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

   なお、昭和 17 年６月から 18 年３月までの標準報酬月額については、30

円とすることが妥当である。      

   また、申立期間②について、申立人のＱ社における資格取得日は昭和 20

年 1 月 24 日、資格喪失日は 21 年４月１日であると認められることから、

申立人に係る船員保険被保険者の資格取得日及び資格喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

   なお、昭和 20 年１月から 20 年３月までの標準報酬月額を 85 円、20 年

４月から 21 年３月までを 160 円とすることが必要である。 

   また、申立期間②のうち、昭和 20 年１月 24 日から 21 年３月 31 日まで

の期間については、戦時加算該当期間とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：     

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17 年４月１日から 18 年 11 月 1 日まで 

             ② 昭和 18 年 11 月１日から 21 年４月１日まで 

    株式会社Ａにおいて昭和 17 年４月 27 日に労働者年金保険の資格を取

得しているが、喪失日の記載が無い被保険者台帳がある。勤務していた

ころ「肺せん結核」と診断され、Ｂ市の診療所に入所した。 

    株式会社Ａを退社し、Ｃ区のＤ株式会社の訓練所に入り、その後「Ｅ

丸」に乗船した。 

    申立期間を、労働者年金保険、船員保険の加入期間として認めてほし

い。 

 



第３ 委員会の判断の理由  

   申立期間①について、申立人に係る労働者年金保険被保険者台帳索引票

及び厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）によると、申立人が昭和 17 年４

月 27 日に株式会社Ａにおいて被保険者資格を取得していることが確認で

き、労働者年金保険法は同年６月 1 日から施行されたことから、申立人は

同年６月 1 日に同社において労働者年金保険の被保険者資格を取得したも

のと認められる。 

   また、申立期間当時の株式会社Ａの同僚は、「申立人は昭和 17 年４月に

当社に入社し、１年以上勤務していた。翌年に療養所に入所した。」と供述

している。 

   さらに、申立人は、昭和 18 年４月の当該事業所における健康診断にお 

いて結核であることが判明し、Ｆ県Ｇ郡Ｈ村（現Ｂ市Ｉ）の「Ｊ療養所」

に入所したことを鮮明に記憶しており、その内容は具体的である上、上記

の元同僚は「健康診断は毎年４月か５月にあった」と供述していることか

ら、同年３月までは当該事業所に勤務していたとすることが妥当である。 

   一方、申立期間当時、Ｋ市Ｌ区の事業所はＭ保険出張所の管轄であり、

当該出張所は、戦災により廃所になったとする資料が確認できる上、株式

会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の摘要欄に、昭和 20 年３

月 14 日の戦災により関係書類が焼失したとの記載がある。このことから、

現存する被保険者名簿は、復元されたものであることが確認できるが、被

保険者が判明しない場合は、後日追記を要する旨記載されていることから、

完全に復元されたものではないと考えられる。 

   以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の記録が無いこ

との原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による被保険者名簿への記

入漏れ、被保険者名簿の焼失等の可能性が考えられるが、被保険者名簿の

大規模な焼失等から半世紀も経た今日において、保険者も被保険者名簿の

完全な復元を為し得ない状況の下で、申立人及び事業主にその原因がいず

れかにあるかの特定を行なわせることは不可能を強いるものであり、同人

らにこれによる不利益を負担させるのは相当でないというべきである。 

   以上を踏まえて本件をみるに、申立人が昭和 18 年３月までは継続勤務し

た事実が推認できること、申立てに係る労働者年金保険の記録は、事業主

がその届出を行なった後に焼失した可能性が相当高いと認められる一方で、

この推認を妨げる特段の事情は見当たらないこと等の諸事情を総合して考

慮すると、事業主は、申立人が昭和 17 年６月１日に労働者年金保険被保険

者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったと認めるのが

相当であり、かつ、申立人の申立ての事業所における厚生年金保険被保険

者の資格喪失日は 18 年４月１日とすることが妥当であると判断する。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社Ａにおけ



る昭和 17 年４月の厚生年金保険被保険者台帳の記録から、30 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、

被保険者名簿が焼失等したことから、現存する厚生年金保険の記録に相当

な欠落が見られる等、記録の不完全性が明らかな場合においては、以上の

事情を考慮の上、当該記録の欠落の原因が申立人又は事業主にあることが

特定できない案件に関して、実情にあった適切な取扱基準を定め、これに

対処すべきであるが、現時点ではこれが十分になされているとは言えない。 

   次に、申立期間②については、申立人は、「Ｅ丸に乗船していた。」と主

張しているところ、申立人に係る船員保険被保険者台帳（旧台帳）による

と、申立人が昭和 20 年１月 24 日に船舶所有者「Ｎ」（後に、Ｄ株式会社）

が所有するＯ丸において被保険者資格を取得し、喪失日の記載が無いが、

その後 21 年４月１日に資格を取得し、６月 30 日に資格を喪失しているこ

とが確認できる。 

   また、「戦時海運管理令」並びに「船舶運営会史」から、申立期間当時の

機帆船は国家使用とされており、Ｏ丸は運輸通信省（当時）の資料から＊

屯の機帆船であることが確認できることから、Ｏ丸は船舶運営会に管理さ

れていた船舶であることが確認できる。また、申立人が記憶している同僚

の船員保険被保険者台帳において、申立期間における被保険者記録が継続

していることが確認できることから、申立人が当該期間においても引き続

き、Ｏ丸に乗船していたものと認められ、社会保険事務所における年金記

録の管理が適切ではなかったことがうかがえる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＱ社における資格取得日は昭和

20 年 1 月 24 日、資格喪失日は 21 年４月１日であると認められる。 

   なお、昭和 20 年１月から 20 年３月までの標準報酬月額については、申

立人の船舶運営会における昭和 20 年１月の船員保険被保険者台帳の記録

から、85 円、20 年４月から 21 年３月までは、160 円とすることが妥当で

ある。 

   なお、戦時加算該当船舶名簿によると、Ｏ丸は昭和 20 年１月 24 日から

21 年３月 31 日までの期間について、戦時加算該当船舶であることが確認

できることから、当該期間について、戦時加算該当期間とすることが必要

である。 

   一方、申立期間①のうち、昭和 17 年４月１日から同年６月１日までの期

間について、労働者年金保険法の施行前であることから、当該期間につい

て、労働者年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めるこ

とはできない。 

   また、申立期間①のうち、昭和 18 年４月１日から 18 年 11 月１日までの

期間について、株式会社Ａの承継事業所であるＰ株式会社の事業主に照会



したところ「当時の会社は、太平洋戦争の空襲により、全焼し解散した。

全焼により書類も焼失しているため、社会保険関係等の確認は不可能であ

る。」と回答していることから、申立人の給与から厚生年金保険料が控除さ

れていたことについて確認することはできない。 

   さらに、株式会社Ａの元同僚は、「申立人の退職日について不明。」と供

述しており、申立人の申立期間における勤務実態についての供述を得るこ

とができない。 

   申立期間②のうち、昭和 18 年 11 月１日から 20 年 1 月 24 日までの期間

については、申立人は、「Ｄ株式会社の訓練所に入り、その後「Ｅ丸」に乗

船した。」と主張しているが、Ｄ株式会社及び特殊法人船舶運営会は解散し

ているため、申立人の勤務状況について確認することができない。 

   また、申立人が乗船したと主張している「Ｅ丸」は、申立人の船員保険

被保険者台帳の船舶所有者から「Ｏ丸」とみられるが、同船の船員保険被

保険者名簿は確認することができないことから、同僚から申立人の勤務に

ついて供述を得ることができない上、申立人が一緒に乗船していたと記憶

する同僚の遺族からは、「Ｏ丸」についての供述等は得ることはできたもの

の、申立人の勤務期間についての供述は得ることはできない。 

   このほか、申立人の申立期間①のうち、昭和 18 年４月１日から同年 11

月 1 日までの期間、及び申立期間②のうち、同年 11 月 1 日から 20 年１月

24 日までの期間について、厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2408 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①について、事業主は、申立人が昭和 19 年 10 月１日に厚生年

金保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対

し行ったことが認められ、かつ、申立人のＡ株式会社(現在は、株式会社Ｄ)

Ｂ支店における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年 12 月１日であ

ったことが認められることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格

の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、昭和 19 年 10 月及び同年 11 月の標準報酬月額については、70 円

とすることが必要である。 

   申立期間②について、申立人のＡ株式会社Ｆ支店Ｃ工場における資格取

得日は昭和 22 年２月１日と認められることから、申立期間に係る厚生年金

保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19 年 10 月１日から同年 12 月１日まで 

             ② 昭和 22 年２月１日から同年２月 21 日まで 

    厚生年金保険の加入記録を確認したところ、①Ａ株式会社Ｂ支店で勤

務していた期間のうち、昭和 19 年 10 月１日から同年 12 月１日までの期

間及び②同社Ｃ工場で勤務していた期間のうち、22 年２月１日から同年

同月 21 日までの期間について加入記録が無いことが分かった。 

    申立期間①については、19 年 10 月１日の資格取得日は確認できたが、

資格喪失日が確認できないため、年金事務所では資格喪失日の認定はで

きない旨の回答であったことから、第三者委員会での調査、判断を求め

たい。 

    申立期間②については、Ａ株式会社に入社して以来、転勤・出向によ



る異動はあっても、退職した事実は無く、厚生年金保険加入期間として

認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）

において、申立人はＡ株式会社Ｂ支店において、昭和 19 年６月１日に被保

険者資格を取得している記載はあるものの、資格喪失日が記載されていな

いことが確認できる。 

   なお、昭和 19 年６月１日から同年 10 月１日までの期間については、保

険料の徴収が行われない厚生年金保険制度発足前の準備期間に当たるため、

当該期間は、制度上の保険給付の計算の基礎とならない期間である。 

   また、株式会社Ｄが保管している申立人に係る人事台帳により、申立人

が同社に昭和 12 年４月１日から 19 年 11 月 30 日まで継続して勤務してい

たことが認められることから、申立人の資格喪失日は同年 12 月１日である

と推認され、社会保険事務所における年金記録管理が適切ではなかったこ

とが認められる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、昭和 19 年６月１日に申立人が

厚生年金保険の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが

認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ支店における被保険者資格取

得日は、厚生年金保険法が施行された同年 10 月１日とすることが妥当であ

り、かつ、申立人のＡ株式会社Ｂ支店における資格喪失日は同年 12 月１日

とすることが妥当である。 

   なお、申立期間①における標準報酬月額については、申立人に係る旧台

帳の記録から、70 円とすることが妥当である。 

   申立期間②について、上記人事台帳から申立人は継続してＡ株式会社に

勤務（同社Ｅ本社から同社Ｆ支店に異動）していることが認められる。 

   なお、異動日については、当該人事台帳において、昭和 21 年３月６日に

「本社Ｇ工場Ｈ課」の次に同年２月１日付けで「Ｆ支店」と記載されてい

るが、申立人の妻は、Ｆ県に転勤した後、しばらくＣ区の社宅に居た旨の

供述をし、Ａ株式会社Ｆ支店Ｃ工場に異動後１か月後に同社Ｅ本社に異動

した記憶が無いこと、及び、同社Ｅ本社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿において、21 年７月の月額変更記録が記載されていることから、



21 年２月１日の同社Ｆ支店Ｃ工場への異動は 22 年２月１日の記録誤りで

あると考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ株式会社Ｆ支店Ｃ工場におけ

る資格取得日は、昭和 22 年２月１日と認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2409 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立てに係る標準賞与額の記録を

60 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19 年７月 10 日 

    平成 19 年７月に株式会社Ａで賞与が支給され、厚生年金保険料を控除

されていたが、私の年金記録にはその記録が無いので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が保管していた株式会社Ａにおける給与明細書から、申立人は、

申立期間において同事業所で賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、上記給与明細書において

確認できる保険料控除額から、60 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に

対して行っていなかったことを認めていることから、社会保険事務所は、

申立人の申立期間に係る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



京都厚生年金 事案 2410 

  

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人の株式会社ＡのＢ出張所にお

ける資格喪失日、及び同社Ｃ出張所における資格取得日に係る記録を昭和

24 年 10 月１日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を 8,000 円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

   また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人の株式会社ＡのＤ支店

における資格取得日に係る記録を昭和 24 年 12 月 20 日に訂正し、申立期間

②の標準報酬月額を 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男（死亡） 

        基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 44 年生 

    住       所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 24 年９月 30 日から 24 年 10 月 10 日まで 

              ② 昭和 24 年 12 月 20 日から 25 年３月１日まで 

    （亡父）Ｅは㈱Ａに昭和 11 年５月に入社以来、土木技術者として昭和

47 年８月 23 日に退職するまでの 36 年間、継続して勤務した。申立した

期間①と②の厚生年金保険の記録がないので調査して、記録を訂正して

ほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の長男が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、雇用保険の加入記録及び株式会社Ａから提出され

た「在職証明書」、「人事記録台帳」から、申立人が同社に継続して勤務し

（同社Ｂ出張所から同社Ｃ出張所へ異動）、申立期間①に係る厚生年金保険



料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立期間①の異動日については、株式会社Ａは、「転勤時の厚生年

金保険資格届等手続については、前任地の資格喪失日と新任地の資格取得

日は同日として、各作業所で事務手続を行っていた。」と回答しており、ま

た、同社Ｃ出張所の前任地である同社Ｂ出張所の現場で一緒に働いた同僚

が、「申立人のＢ出張所における勤務期間は昭和 23 年 11 月１日から 24 年

９月 30 日までである。」と供述していることから、昭和 24 年 10 月１日に

Ｂ出張所からＣ出張所に異動したと認められ、同社Ｂ出張所における資格

喪失日及び同社Ｃ出張所における資格取得日を同年 10 月１日とすること

が妥当である。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の株式会社ＡのＢ

出張所における昭和 24 年８月の厚生年金保険被保険者台帳の記録から

8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 24 年

10 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同

年９月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚

生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   次に、申立期間②について、雇用保険の加入記録及び株式会社Ａから提

出された「在職証明書」、「人事記録台帳」から、申立人が同社に継続して

勤務し（同社Ｃ出張所から同社Ｄ支店へ異動）、申立期間②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立期間②の異動日については、株式会社Ａの人事記録台帳から

申立人は、昭和 24 年 12 月 20 日からＥ作業所で主務者として勤務している

ことが確認でき、また同社は、「Ｅ作業所はＤ支店管轄であり、適用事業所

はＤ支店であった。」と回答していることから、株式会社ＡのＤ支店の資格

取得日を同年 12 月 20 日とすることが妥当である。 

   また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人の株式会社ＡのＤ

支店における昭和 25 年３月の厚生年金保険被保険者名簿の記録から 8,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事



業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



京都厚生年金 事案 2411 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 46万 3,000円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年７月５日 

    申立期間において、Ａ株式会社から標準賞与額の届出が漏れていたた

め、同社の事務担当者が、平成 21 年 10 月 13 日に社会保険事務所(当時)

に健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を提出したが、保険料を徴

収する権利が時効によって消滅しているため、事業主は厚生年金保険料

を納付できず、当該記録の訂正は行われたものの、厚生年金保険の給付

には反映されないので、保険給付に反映されるよう当該標準賞与額に係

る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社から提出を受けた賃金台帳（賞与支払明細書）から、申立人

は、申立期間において 46 万 3,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は申立期間当時の手続誤りを認めており、当該保険料を徴収する権



利が時効により消滅した後の平成 21年 10月 13日に申立てに係る賞与の訂

正届を提出したことが確認できることから、社会保険事務所は、申立人に

係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立期間に係る当該保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2412 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 10 年 11 月から 12 年９

月までは 38 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 41 万円、13 年１月から

14 年３月までは 36 万円、同年４月から 19 年３月までは 38 万円、同年４

月から 20 年８月までは 41 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨に支給された賞与について

は、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標

準賞与額の記録を平成 15 年 12 月 27 日は 50 万 9,000 円、16 年８月 31 日

は 25 万 4,000 円、同年 12 月 27 日は 25 万円、17 年８月 31 日は 25 万 8,000

円、同年 12 月 27 日は 25 万 4,000 円、18 年 12 月 27 日は 51 万 1,000 円、

19 年 12 月 27 日は 52 万 1,000 円及び 20 年８月 31 日は 25 万 9,000 円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10 年 11 月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 15 年 12 月 27 日 

             ③ 平成 16 年８月 31 日 

             ④ 平成 16 年 12 月 27 日 

             ⑤ 平成 17 年８月 31 日 



             ⑥ 平成 17 年 12 月 27 日 

             ⑦ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ⑧ 平成 19 年 12 月 27 日 

             ⑨ 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②から⑨までの賞与から控除されていた

厚生年金保険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に

見合う標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ及び同社の関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所

得税源泉徴収簿」により、申立期間①のうち、平成 11 年１月から 12 年 12

月までの期間及び 14 年１月から 20 年８月までの期間については、当初記

録されていた標準報酬月額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①のうち、平成 11 年１月から 12 年３月までの期

間、同年 10 月から同年 12 月までの期間及び 14 年１月から 20 年８月まで

の期間に係る標準報酬月額については、上記「所得税源泉徴収簿」から確

認できる総支給額から、11 年１月から 12 年３月までは 38 万円、同年 10

月から同年 12 月までは 41 万円、14 年１月から同年３月までは 36 万円、

同年４月から 19 年３月までは 38 万円、同年４月から 20 年８月までは 41

万円に訂正することが妥当である。 

   また、申立期間①のうち、平成 12 年４月から同年９月までの期間に係る

標準報酬月額については、上記「所得税源泉徴収簿」から推認できる厚生

年金保険料控除額により、38 万円に訂正することが妥当である。 

   さらに、申立期間①のうち、平成 10 年 11 月及び同年 12 月並びに 13 年

１月から同年 12 月までの期間については、「所得税源泉徴収簿」は保管さ

れておらず、総支給額及び保険料控除額を確認することはできないが、10

年 11 月及び同年 12 月については、上記 11 年分の「所得税源泉徴収簿」に



おいて推認できる保険料控除額から判断すると、38 万円と訂正することが

妥当である。また、13 年１月から同年 12 月までの期間については、12 年

分及び 14 年分の「所得税源泉徴収簿」及び「年末調整一覧表（13 年分）」

から確認できる総支給額及び保険料控除額のそれぞれの合計額から判断す

ると、36 万円に訂正することが妥当である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を

社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

   次に、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨については、株式会

社Ａ及び同社の関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所得税源泉

徴収簿」により、申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は 50 万 9,000 円、申立期間③

は 25 万 4,000 円、申立期間④は 25 万円、申立期間⑤は 25 万 8,000 円、申

立期間⑥は 25 万 4,000 円、申立期間⑦は 51 万 1,000 円、申立期間⑧は 52

万 1,000 円及び申立期間⑨は 25 万 9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出し

ておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2413 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 10 年 11 月から 15 年３

月までは 41 万円、同年４月から 20 年８月までは 44 万円に訂正することが

必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨に支給された賞与について

は、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標

準賞与額の記録を平成 15 年 12 月 27 日は 50 万 9,000 円、16 年８月 31 日

は 25 万 4,000 円、同年 12 月 27 日は 25 万円、17 年８月 31 日は 25 万 8,000

円、同年 12 月 27 日は 25 万 4,000 円、18 年 12 月 27 日は 51 万 1,000 円、

19 年 12 月 27 日は 52 万 1,000 円及び 20 年８月 31 日は 25 万 9,000 円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10 年 11 月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 15 年 12 月 27 日 

             ③ 平成 16 年８月 31 日 

             ④ 平成 16 年 12 月 27 日 

             ⑤ 平成 17 年８月 31 日 

             ⑥ 平成 17 年 12 月 27 日 



             ⑦ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ⑧ 平成 19 年 12 月 27 日 

             ⑨ 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②から⑨までの賞与から控除されていた

厚生年金保険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に

見合う標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ及び同社の関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所

得税源泉徴収簿」により、申立期間①のうち、平成 11 年１月から 12 年 12

月までの期間及び 14 年１月から 20 年８月までの期間については、当初記

録されていた標準報酬月額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①の標準報酬月額については、上記「所得税源泉

徴収簿」から確認できる総支給額から、平成 11 年１月から 12 年 12 月まで

は 41 万円、14 年１月から 15 年３月までは 41 万円に、同年４月から 20 年

８月までは 44 万円に訂正することが妥当である。 

   また、申立期間①のうち、平成 10 年 11 月及び同年 12 月並びに 13 年１

月から同年 12 月までの期間については、「所得税源泉徴収簿」は保管され

ておらず、総支給額及び保険料控除額を確認することはできないが、10 年

11 月及び同年 12 月については、上記 11 年分の「所得税源泉徴収簿」にお

いて推認できる保険料控除額から判断すると、41 万円と訂正することが妥

当である。また、13 年１月から同年 12 月までの期間については、12 年分

及び 14 年分の「所得税源泉徴収簿」及び「年末調整一覧表（13 年分）」か

ら確認できる総支給額及び保険料控除額のそれぞれの合計額から判断する

と、41 万円に訂正することが妥当である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を



社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

   次に、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨については、株式会

社Ａ及び同社の関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所得税源泉

徴収簿」により、申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は 50 万 9,000 円、申立期間③

は 25 万 4,000 円、申立期間④は 25 万円、申立期間⑤は 25 万 8,000 円、申

立期間⑥は 25 万 4,000 円、申立期間⑦は 51 万 1,000 円、申立期間⑧は 52

万 1,000 円及び申立期間⑨は 25 万 9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出し

ておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2414 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 10 年 11 月から 11 年３

月までは 34 万円、同年４月から 12 年 12 月までは 36 万円、13 年１月から

14 年３月までは 34 万円、同年４月から 15 年 12 月までは 36 万円、16 年１

月から同年３月までは 41 万円、同年４月から同年 8 月までは 38 万円、同

年９月から同年 12 月までは 41 万円、17 年１月から同年 12 月までは 38 万

円、18 年１月から 20 年８月までは 36 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②、③、④及び⑤に支給された賞与については、申立人は、申

立期間②、③、④及び⑤に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額の記録を

平成 15 年 12 月 27 日は 51 万円、18 年 12 月 27 日は 51 万 1,000 円、19 年

12 月 27 日は 52 万 1,000 円及び 20 年８月 31 日は 26 万円に訂正すること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10 年 11 月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 15 年 12 月 27 日 

             ③ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ④ 平成 19 年 12 月 27 日 

             ⑤ 平成 20 年８月 31 日 



    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②から⑤までの賞与から控除されていた

厚生年金保険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に

見合う標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ及び同社の関連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所

得税源泉徴収簿」により、申立期間①のうち、平成 11 年１月から 12 年 12

月までの期間及び 14 年１月から 20 年８月までの期間については、当初記

録されていた標準報酬月額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①のうち、平成 11 年１月から 12 年３月まで、同

年 10 月から同年 12 月までの期間及び 14 年 1 月から 15 年３月までの期間

に係る標準報酬月額については、上記「所得税源泉徴収簿」から確認でき

る総支給額から、平成 11 年１月から同年３月までは 34 万円、同年４月か

ら 12 年３月までは 36 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 36 万円、14

年１月から 14 年３月までは 34 万円、同年４月から 15 年３月までは 36 万

円に訂正することが妥当である。 

   また、申立期間①のうち、平成 12 年４月から同年９月までの期間に係る

標準報酬月額については、上記「所得税源泉徴収簿」から推認できる厚生

年金保険料控除額により、36 万円に訂正することが妥当である。 

   さらに、申立期間①のうち、平成 10 年 11 月及び同年 12 月並びに 13 年

１月から同年 12 月までの期間については、「所得税源泉徴収簿」は保管さ

れておらず、総支給額及び保険料控除額を確認することはできないが、10

年 11 月及び同年 12 月については、上記 11 年分の「所得税源泉徴収簿」に

おいて推認できる保険料控除額から判断すると、34 万円と訂正することが

妥当である。また、13 年１月から同年 12 月までの期間については、12 年

分及び 14 年分の「所得税源泉徴収簿」及び「年末調整一覧表（13 年分）」

から確認できる総支給額及び保険料控除額のそれぞれの合計額から判断す



ると、34 万円に訂正することが妥当である。 

   一方、株式会社Ａに係る法人登記簿謄本から、申立人は平成 15 年４月１

日から同年６月 30 日までの期間、16 年５月 22 日から 17 年６月 30 日まで

の期間及び 19 年５月１日から現在に至るまでの期間、代表取締役に就任し

ていたことが確認できるが、複数の同僚は、「申立人が平成 15 年当時株式

会社Ａの代表者であったが、実質はＣ科の専任講師であり、社会保険事務

については元代表取締役が担当していた。」と回答しており、社会保険事務

所の「実質的な代表者は元代表取締役であると判断する。」との見解及び当

該社会保険事務所が保管している滞納処分関係書類に「保険料納付及び納

付の折衝に元代表取締役及び元代表取締役の妻が出向いている。」との記載

があることから、社会保険事務には関与していなかったことが判断される。 

   したがって、平成 15 年４月以降の期間の標準報酬月額については、上記

「所得税源泉徴収簿」から確認できる総支給額から、平成 15 年４月から同

年 12 月までは 36 万円、16 年１月から同年３月までは 41 万円、同年４月

から同年８月までは 38 万円、同年９月から同年 12 月までは 41 万円、17

年１月から同年 12 月までは 38 万円、18 年１月から 20 年８月までは 36 万

円に訂正することが妥当である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の申立期間①に係る報酬月額の届出

を社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る

厚生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 

   次に、申立期間②、③、④及び⑤については、株式会社Ａ及び同社の関

連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所得税源泉徴収簿」により、

申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受け、当該賞与に係

る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

る。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は 51 万円、申立股間③は 51

万 1,000 円、申立期間④は 52 万 1,000 円及び申立期間⑤は 26 万円とする

ことが妥当である。 

   なお、申立人に係る上記賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による

納付義務の履行については、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会

保険事務所に提出しておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付して

いないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



京都厚生年金 事案 2415 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 10 年 11 月から 12 年３

月までは 30 万円、同年４月から同年９月までは 32 万円、同年 10 月から

16 年８月までは 34 万円、同年９月から 20 年８月までは 36 万円に訂正す

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨に支給された賞与について

は、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標

準賞与額の記録を平成 15 年 12 月 27 日は 43 万円、16 年８月 31 日は 21 万

5,000 円、同年 12 月 27 日は 21 万 1,000 円、17 年８月 31 日は 21 万 8,000

円、同年 12 月 27 日は 21 万 5,000 円、18 年 12 月 27 日は 43 万 3,000 円、

19 年 12 月 27 日は 44 万 3,000 円及び 20 年８月 31 日は 22 万円に訂正する

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10 年 11 月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 15 年 12 月 27 日 

             ③ 平成 16 年８月 31 日 

             ④ 平成 16 年 12 月 27 日 

             ⑤ 平成 17 年８月 31 日 



             ⑥ 平成 17 年 12 月 27 日 

             ⑦ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ⑧ 平成 19 年 12 月 27 日 

             ⑨ 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②から⑨までの賞与から控除されていた

厚生年金保険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に

見合う標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ及び同社の関連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所

得税源泉徴収簿」により、申立期間①のうち、平成 11 年１月から 12 年 12

月までの期間及び 14 年１月から 20 年８月までの期間については、当初記

録されていた標準報酬月額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①のうち、平成 11 年１月から 12 年３月まで、同

年 10 月から同年 12 月までの期間及び 14 年１月から 20 年８月までの期間

に係る標準報酬月額については、上記「所得税源泉徴収簿」から確認でき

る総支給額から、11 年１月から 12 年３月までは 30 万円、同年 10 月から

同年 12 月までは 34 万円、14 年１月から 16 年８月までは 34 万円、同年９

月から 20 年８月までは 36 万円に訂正することが妥当である。 

   また、申立期間①のうち、平成 12 年４月から同年９月までの期間に係る

標準報酬月額については、上記「所得税源泉徴収簿」から推認できる厚生

年金保険料控除額により、32 万円に訂正することが妥当である。 

   さらに、申立期間①のうち、平成 10 年 11 月及び同年 12 月並びに 13 年

１月から 12 月までの期間については、「所得税源泉徴収簿」は保管されて

おらず、総支給額及び保険料控除額を確認することはできないが、10 年 11

月及び同年 12 月については、上記 11 年分の「所得税源泉徴収簿」におい

て推認できる保険料控除額から判断すると、30 万円と訂正することが妥当



である。また、13 年１月から同年 12 月までの期間については、12 年分及

び 14 年分の「所得税源泉徴収簿」及び「年末調整一覧表（13 年分）」から

確認できる総支給額及び保険料控除額のそれぞれの合計額から判断すると、

34 万円に訂正することが妥当である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を

社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

   次に、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨については、株式会

社Ａ及び同社の関連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所得税源泉

徴収簿」により、申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は 43 万円、申立期間③は 21

万 5,000 円、申立期間④は 21 万 1,000 円、申立期間⑤は 21 万 8,000 円、

申立期間⑥は 21 万 5,000 円、申立期間⑦は 43 万 3,000 円、申立期間⑧は

44 万 3,000 円及び申立期間⑨は 22 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出し

ておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2416 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 10 年 11 月から 12 年３

月までは 28 万円、同年４月から同年 12 月までは 30 万円、13 年１月から

14 年３月までは 28 万円、同年４月から 18 年８月までは 30 万円、同年９

月から 20 年８月までは 32 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨に支給された賞与について

は、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標

準賞与額の記録を平成 15 年 12 月 27 日は 43 万円、16 年８月 31 日は 21 万

5,000 円、同年 12 月 27 日は 21 万 1,000 円、17 年８月 31 日は 21 万 8,000

円、同年 12 月 27 日は 21 万 5,000 円、18 年 12 月 27 日は 43 万 3,000 円、

19 年 12 月 27 日は 44 万 3,000 円及び 20 年８月 31 日は 22 万円に訂正する

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10 年 11 月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 15 年 12 月 27 日 

             ③ 平成 16 年８月 31 日 

             ④ 平成 16 年 12 月 27 日 

             ⑤ 平成 17 年８月 31 日 



             ⑥ 平成 17 年 12 月 27 日 

             ⑦ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ⑧ 平成 19 年 12 月 27 日 

             ⑨ 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②から⑨までの賞与から控除されていた

厚生年金保険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に

見合う標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ及び同社の関連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所

得税源泉徴収簿」により、申立期間①のうち、平成 11 年１月から 12 年 12

月までの期間及び 14 年１月から 20 年８月までの期間については、当初記

録されていた標準報酬月額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①のうち、平成 11 年１月から 12 年３月まで、同

年 10 月から同年 12 月までの期間及び 14 年１月から 20 年８月までの期間

に係る標準報酬月額については、上記「所得税源泉徴収簿」から確認でき

る総支給額から、11 年１月から 12 年３月までは 28 万円、同年 10 月から

同年 12 月までは 30 万円、14 年１月から同年３月までは 28 万円、同年４

月から 18 年８月までは 30 万円、同年９月から 20 年８月までは 32 万円に

訂正することが妥当である。 

   また、申立期間①のうち、平成 12 年４月から同年９月までの期間につい

ては、上記「所得税源泉徴収簿」から推認できる厚生年金保険料控除額に

より、30 万円に訂正することが妥当である。 

   さらに、申立期間①のうち、平成 10 年 11 月及び同年 12 月並びに 13 年

１月から同年 12 月までの期間については、「所得税源泉徴収簿」は保管さ

れておらず、総支給額及び保険料控除額を確認することはできないが、10

年 11 月及び同年 12 月については、上記 11 年分の「所得税源泉徴収簿」に



おいて推認できる保険料控除額から判断すると、28 万円と訂正することが

妥当である。また、13 年１月から同年 12 月までの期間については、12 年

分及び 14 年分の「所得税源泉徴収簿」及び「年末調整一覧表（13 年分）」

から確認できる総支給額及び保険料控除額のそれぞれの合計額から判断す

ると、28 万円に訂正することが妥当である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を

社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

   次に、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨については、株式会

社Ａ及び同社の関連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所得税源泉

徴収簿」により、申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は 43 万円、申立期間③は 21

万 5,000 円、申立期間④は 21 万 1,000 円、申立期間⑤は 21 万 8,000 円、

申立期間⑥は 21 万 5,000 円、申立期間⑦は 43 万 3,000 円、申立期間⑧は

44 万 3,000 円及び申立期間⑨は 22 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る上記賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による

納付義務の履行については、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会

保険事務所に提出しておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付して

いないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2417 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 10 年 11 月から 11 年３

月までは 22 万円、同年４月から 12 年 12 月までは 24 万円、13 年１月から

15 年３月までは 22 万円、同年４月から 16 年８月までは 24 万円、同年９

月から 20 年８月までは 26 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨に支給された賞与について

は、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標

準賞与額の記録を平成 15 年 12 月 27 日は 36 万 9,000 円、16 年８月 31 日

は 18 万 4,000 円、同年 12 月 27 日は 18 万 2,000 円、17 年８月 31 日は 18

万 8,000円、同年 12月 27日は 18万 5,000円、18年 12月 27日は 37万 4,000

円、19 年 12 月 27 日は 38 万 4,000 円及び 20 年８月 31 日は 18 万 9,000 円

に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10 年 11 月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 15 年 12 月 27 日 

             ③ 平成 16 年８月 31 日 

             ④ 平成 16 年 12 月 27 日 

             ⑤ 平成 17 年８月 31 日 



             ⑥ 平成 17 年 12 月 27 日 

             ⑦ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ⑧ 平成 19 年 12 月 27 日 

             ⑨ 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②から⑨までの賞与から控除されていた

厚生年金保険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に

見合う標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ及び同社の関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所

得税源泉徴収簿」により、申立期間①のうち、平成 11 年１月から 12 年 12

月までの期間及び 14 年１月から 20 年８月までの期間については、当初記

録されていた標準報酬月額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①の標準報酬月額については、上記「所得税源泉

徴収簿」から確認できる総支給額から、平成 11 年１月から同年３月までは

22 万円、同年４月から 12 年 12 月までは 24 万円、14 年１月から 15 年３月

までは 22 万円、同年４月から 16 年８月までは 24 万円、同年９月から 20

年８月までは 26 万円に訂正することが妥当である。 

   また、申立期間①のうち、平成 10 年 11 月及び同年 12 月並びに 13 年１

月から同年 12 月までの期間については、「所得税源泉徴収簿」は保管され

ておらず、総支給額及び保険料控除額を確認することはできないが、10 年

11 月及び同年 12 月については、上記 11 年分の「所得税源泉徴収簿」にお

いて推認できる保険料控除額から判断すると、22 万円と訂正することが妥

当である。また、13 年１月から同年 12 月までの期間については、12 年分

及び 14 年分の「所得税源泉徴収簿」及び「年末調整一覧表（13 年分）」か

ら確認できる総支給額及び保険料控除額のそれぞれの合計額から判断する

と、22 万円に訂正することが妥当である。 



   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を

社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

   次に、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨については、株式会

社Ａ及び同社の関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所得税源泉

徴収簿」により、申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は 36 万 9,000 円、申立期間③

は 18 万 4,000 円、申立期間④は 18 万 2,000 円、申立期間⑤は 18 万 8,000

円、申立期間⑥は 18 万 5,000 円、申立期間⑦は 37 万 4,000 円、申立期間

⑧は 38 万 4,000 円及び申立期間⑨は 18 万 9,000 円とすることが妥当であ

る。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出し

ておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2418 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 13 年３月から同年 12

月までは 22 万円、14 年１月から 15 年３月までは 24 万円、同年４月から

16 年３月までは 26 万円、同年４月から 20 年８月までは 28 万円に訂正す

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨に支給された賞与について

は、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標

準賞与額の記録を平成 15 年 12 月 27 日は 28 万円、16 年８月 31 日は 15 万

円、同年 12 月 27 日は 14 万 7,000 円、17 年８月 31 日は 15 万 4,000 円、

同年 12 月 27 日は 15 万 1,000 円、18 年 12 月 27 日は 30 万 5,000 円、19 年

12 月 27 日は 31 万 5,000 円及び 20 年８月 31 日は 15 万 9,000 円に訂正す

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13 年３月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 15 年 12 月 27 日 

             ③ 平成 16 年８月 31 日 

             ④ 平成 16 年 12 月 27 日 

             ⑤ 平成 17 年８月 31 日 



             ⑥ 平成 17 年 12 月 27 日 

             ⑦ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ⑧ 平成 19 年 12 月 27 日 

             ⑨ 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②から⑨までの賞与から控除されていた

厚生年金保険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に

見合う標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ及び同社の関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所

得税源泉徴収簿」により、申立期間①のうち、平成 14 年１月から 20 年８

月までの期間については、当初記録されていた標準報酬月額より高い標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①のうち、平成 14 年１月から 20 年８月までの期

間に係る標準報酬月額については、上記「所得税源泉徴収簿」から確認で

きる総支給額から、14 年１月から 15 年３月までは 24 万円、同年４月から

16 年３月までは 26 万円、同年４月から 20 年８月までは 28 万円に訂正す

ることが妥当である。 

   また、申立期間①のうち、平成 13 年３月から同年 12 月までの期間に係

る標準報酬月額ついては、「所得税源泉徴収簿」は保管されておらず、総支

給額及び保険料控除額を確認することはできないが、14 年分の「所得税源

泉徴収簿」及び「年末調整一覧表（13 年分）」から確認できる 13 年３月か

ら同年 12 月までの期間の総支給額及び保険料控除額のそれぞれの合計額

から判断すると、同年３月から同年 12 月までは 22 万円に訂正することが

妥当である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を



社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

   次に、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨については、株式会

社Ａ及び同社の関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所得税源泉

徴収簿」により、申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は 28 万円、申立期間③は 15

万円、申立期間④は 14 万 7,000 円、申立期間⑤は 15 万 4,000 円、申立期

間⑥は 15 万 1,000 円、申立期間⑦は 30 万 5,000 円、申立期間⑧は 31 万

5,000 円及び申立期間⑨は 15 万 9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出し

ておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2419 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 13 年４月から 15 年３

月までは 22 万円、同年４月から 16 年８月までは 24 万円、同年９月から

20 年８月までは 26 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨に支給された賞与について

は、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標

準賞与額の記録を平成 15 年 12 月 27 日は 28 万円、16 年８月 31 日は 15 万

円、同年 12 月 27 日は 14 万 7,000 円、17 年８月 31 日は 15 万 4,000 円、

同年 12 月 27 日は 15 万 1,000 円、18 年 12 月 27 日は 30 万 5,000 円、19 年

12 月 27 日は 31 万 5,000 円及び 20 年８月 31 日は 16 万円に訂正すること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13 年４月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 15 年 12 月 27 日 

             ③ 平成 16 年８月 31 日 

             ④ 平成 16 年 12 月 27 日 

             ⑤ 平成 17 年８月 31 日 

             ⑥ 平成 17 年 12 月 27 日 



             ⑦ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ⑧ 平成 19 年 12 月 27 日 

             ⑨ 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②から⑨までの賞与から控除されていた

厚生年金保険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に

見合う標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ及び同社の関連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所

得税源泉徴収簿」により、申立期間①のうち、平成 14 年１月から 20 年８

月までの期間については、当初記録されていた標準報酬月額より高い標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①のうち、平成 14 年１月から 20 年８月までの期

間に係る標準報酬月額については、上記「所得税源泉徴収簿」から確認で

きる総支給額から、14 年１月から 15 年３月までは 22 万円、同年４月から

16 年８月までは 24 万円、同年９月から 20 年８月までは 26 万円に訂正す

ることが妥当である。 

   また、申立期間①のうち、平成 13 年４月から 12 月までの期間について

は、「所得税源泉徴収簿」は保管されておらず、総支給額及び保険料控除額

を確認することはできないが、14 年分の「所得税源泉徴収簿」及び「年末

調整一覧表（13 年分）」から確認できる総支給額及び保険料控除額のそれ

ぞれの合計額から判断すると、22 万円に訂正することが妥当である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を

社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



   次に、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨については、株式会

社Ａ及び同社の関連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所得税源泉

徴収簿」により、申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は 28 万円、申立期間③は 15

万円、申立期間④は 14 万 7,000 円、申立期間⑤は 15 万 4,000 円、申立期

間⑥は 15 万 1,000 円、申立期間⑦は 30 万 5,000 円、申立期間⑧は 31 万

5,000 円及び申立期間⑨は 16 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る上記賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による

納付義務の履行については、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会

保険事務所に提出しておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付して

いないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2420 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 13 年４月から 15 年３

月までは 22 万円、同年４月から 18 年８月までは 24 万円、同年９月から

20 年８月までは 26 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨に支給された賞与について

は、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標

準賞与額の記録を平成 15 年 12 月 27 日は 28 万円、16 年８月 31 日は 15 万

円、同年 12 月 27 日は 14 万 7,000 円、17 年８月 31 日は 15 万 4,000 円、

同年 12 月 27 日は 15 万 1,000 円、18 年 12 月 27 日は 30 万 5,000 円、19 年

12 月 27 日は 31 万 5,000 円及び 20 年８月 31 日は 16 万円に訂正すること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額の基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 13 年４月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 15 年 12 月 27 日 

             ③ 平成 16 年８月 31 日 

             ④ 平成 16 年 12 月 27 日 

             ⑤ 平成 17 年８月 31 日 

             ⑥ 平成 17 年 12 月 27 日 



             ⑦ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ⑧ 平成 19 年 12 月 27 日 

             ⑨ 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②から⑨までの賞与から控除されていた

厚生年金保険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に

見合う標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａ及び同社の関連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所

得税源泉徴収簿」により、申立期間①のうち、平成 14 年１月から 20 年８

月までの期間については、当初記録されていた標準報酬月額より高い標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①のうち、平成 14 年１月から 20 年８月までの期

間に係る標準報酬月額については、上記「所得税源泉徴収簿」から確認で

きる総支給額から、14 年１月から 15 年３月までは 22 万円、同年４月から

18 年８月までは 24 万円、同年９月から 20 年８月までは 26 万円に訂正す

ることが妥当である。 

   また、申立期間①のうち、平成 13 年４月から 12 月までの期間について

は、「所得税源泉徴収簿」は保管されておらず、総支給額及び保険料控除額

を確認することはできないが、14 年分の「所得税源泉徴収簿」及び「年末

調整一覧表（13 年分）」から確認できる総支給額及び保険料控除額のそれ

ぞれの合計額から判断すると、22 万円に訂正することが妥当である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を

社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



   次に、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨については、株式会

社Ａ及び同社の関連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所得税源泉

徴収簿」により、申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は 28 万円、申立期間③は 15

万円、申立期間④は 14 万 7,000 円、申立期間⑤は 15 万 4,000 円、申立期

間⑥は 15 万 1,000 円、申立期間⑦は 30 万 5,000 円、申立期間⑧は 31 万

5,000 円及び申立期間⑨は 16 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る上記賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による

納付義務の履行については、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会

保険事務所に提出しておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付して

いないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2421 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 15 年４月から 18 年３

月までは 22 万円、同年４月から 20 年８月までは 24 万円に訂正することが

必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨に支給された賞与について

は、申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標

準賞与額の記録を平成 15 年 12 月 27 日は 20 万円、16 年８月 31 日は 12 万

円、同年 12 月 27 日は 11 万 8,000 円、17 年８月 31 日は 12 万 9,000 円、

同年 12 月 27 日は 12 万 7,000 円、18 年 12 月 27 日は 26 万 5,000 円、19 年

12 月 27 日は 27 万 5,000 円及び 20 年８月 31 日は 14 万 1,000 円に訂正す

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年４月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 15 年 12 月 27 日 

             ③ 平成 16 年８月 31 日 

             ④ 平成 16 年 12 月 27 日 

             ⑤ 平成 17 年８月 31 日 

             ⑥ 平成 17 年 12 月 27 日 



             ⑦ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ⑧ 平成 19 年 12 月 27 日 

             ⑨ 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②から⑨までの賞与から控除されていた

厚生年金保険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に

見合う標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａの関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所得税源泉

徴収簿」により、申立期間①については、当初記録されていた標準報酬月

額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①の標準報酬月額については、上記「所得税源泉

徴収簿」から確認できる総支給額から、平成 15 年４月から 18 年３月まで

は 22 万円、同年４月から 20 年８月までは 24 万円に訂正することが妥当で

ある。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を

社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

   次に、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨については、株式会

社Ａの関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所得税源泉徴収簿」

により、申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受け、当該

賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は 20 万円、申立期間③は 12



万円、申立期間④は 11 万 8,000 円、申立期間⑤は 12 万 9,000 円、申立期

間⑥は 12 万 7,000 円、申立期間⑦は 26 万 5,000 円、申立期間⑧は 27 万

5,000 円及び申立期間⑨は 14 万 1,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出し

ておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2422 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 16 年３月から 18 年 11

月までは 22 万円、同年 12 月から 20 年８月までは 24 万円に訂正すること

が必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦及び⑧に支給された賞与については、

申立人は、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞

与額の記録を平成 16 年８月 31 日は 10 万円、同年 12 月 27 日は９万 8,000

円、17 年８月 31 日は 11 万 9,000 円、同年 12 月 27 日は 11 万 7,000 円、

18 年 12 月 27 日は 24 万 6,000 円、19 年 12 月 27 日は 25 万 6,000 円及び

20 年８月 31 日は 12 万 6,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16 年３月１日から 20 年９月１日まで 

             ② 平成 16 年８月 31 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 27 日 

             ④ 平成 17 年８月 31 日 

             ⑤ 平成 17 年 12 月 27 日 

             ⑥ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ⑦ 平成 19 年 12 月 27 日 



             ⑧ 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②から⑧までの賞与から控除されていた

厚生年金保険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に

見合う標準報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａの関連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所得税源泉

徴収簿」により、申立期間①については、当初記録されていた標準報酬月

額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①の標準報酬月額については、上記「所得税源泉

徴収簿」から確認できる総支給額から、平成 16 年３月から 18 年 11 月まで

は 22 万円、同年 12 月から 20 年８月までは 24 万円に訂正することが妥当

である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を

社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

   次に、申立期間②、③、④、⑤、⑥、⑦及び⑧については、株式会社Ａ

の関連会社である株式会社Ｂから提出のあった「所得税源泉徴収簿」によ

り、申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受け、当該賞与

に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は 10 万円、申立期間③は９万

8,000 円、申立期間④は 11 万 9,000 円、申立期間⑤は 11 万 7,000 円、申

立期間⑥は 24 万 6,000 円、申立期間⑦は 25 万 6,000 円及び申立期間⑧は



12 万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）

に提出しておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないこと

を認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2423 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格取

得日に係る記録を平成 17 年４月１日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額

を 22 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

   申立期間②については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間②の標準報酬月額の記録を 22 万円に訂正することが必

要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間③、④、⑤、⑥及び⑦に支給された賞与については、申立人は、

その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額の記録

を平成 17 年８月 31 日は９万 9,000 円、同年 12 月 27 日は９万 7,000 円、

18 年 12 月 27 日は 21 万 6,000 円、19 年 12 月 27 日は 23 万 6,000 円及び

20 年８月 31 日は 11 万 7,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年４月１日から同年５月１日まで 

             ② 平成 17 年５月１日から 20 年９月１日まで 

             ③ 平成 17 年８月 31 日 



             ④ 平成 17 年 12 月 27 日 

             ⑤ 平成 18 年 12 月 27 日 

             ⑥ 平成 19 年 12 月 27 日 

             ⑦ 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の記録が空白となって

おり、申立期間②の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた厚

生年金保険料額に見合う標準報酬月額と相違している。また、申立期間

③から⑦までの賞与から控除されていた厚生年金保険料の記録が無い。

それぞれ、実際に控除された保険料額に見合う標準報酬月額及び標準賞

与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、株式会社Ａの関連会社である有限会社Ｂが提出

した「所得税源泉徴収簿」から、申立人が平成 17 年４月から勤務し、申立

期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていること

が認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、上記の「所得税源泉徴収

簿」から確認できる総支給額から、22 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立人の入社に係る厚生年金保険被保険者資格取得届における

資格取得日を誤って届け出たことを認めており、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る平成 17 年４月の保険料について納入告知を行っておら

ず、事業主は、申立人の申立期間①に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

   申立期間②については、株式会社Ａ及び同社の関連会社である有限会社

Ｂから提出のあった「所得税源泉徴収簿」により、当初記録されていた標

準報酬月額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間②の標準報酬月額については、上記「所得税源泉

徴収簿」から確認できる総支給額から、平成 17 年５月から 20 年８月まで



は 22 万円に訂正することが妥当である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を

社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

   次に、申立期間③、④、⑤、⑥及び⑦については、株式会社Ａ及び同社

の関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所得税源泉徴収簿」によ

り、申立人は、当該期間に当該事業所から賞与の支払いを受け、当該賞与

に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間③は９万 9,000 円、申立期間④

は９万 7,000 円、申立期間⑤は 21 万 6,000 円、申立期間⑥は 23 万 6,000

円及び申立期間⑦は 11 万 7,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出し

ておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2424 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①については、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間①の標準報酬月額の記録を平成 20 年４月から同年８月

までは 22 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間②に支給された賞与については、申立人は、その主張する標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、申立期間の標準賞与額の記録を平成 20 年８月

31 日は９万 7,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 20 年４月１日から同年９月１日まで 

             ② 平成 20 年８月 31 日 

    株式会社Ａに勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額と

相違している。また、申立期間②の賞与から控除されていた厚生年金保

険料の記録が無い。それぞれ、実際に控除された保険料額に見合う標準

報酬月額及び標準賞与額に訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａの関連会社である有限会社Ｂから提出のあった「所得税源泉

徴収簿」により、申立期間①については、当初記録されていた標準報酬月



額より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが確認できる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内である

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

   したがって、申立期間①の標準報酬月額については、上記「所得税源泉

徴収簿」から確認できる総支給額から、平成 20 年４月から同年８月までは

22 万円に訂正することが妥当である。 

   なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る報酬月額の届出を

社会保険事務所（当時）に対し誤った提出をし、また、当該期間に係る厚

生年金保険料についても、過少な納付であったことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 

   次に、申立期間②については、株式会社Ａの関連会社である有限会社Ｂ

から提出のあった「所得税源泉徴収簿」により、申立人は、当該期間に当

該事業所から賞与の支払いを受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間に係る標準賞与額は、「所得税源泉徴収簿」から推認でき

る厚生年金保険料の控除額から、申立期間②は９万 7,000 円とすることが

妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出し

ておらず、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2425 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｄ営業所（後に、

Ｂ株式会社Ｃ支店）における資格喪失日に係る記録を昭和 48 年 12 月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年 11 月 30 日から同年 12 月１日まで 

    昭和 43 年７月１日にＡ株式会社に入社し、51 年 12 月末に退職するま

で、継続して勤務していたが、申立期間の厚生年金加入記録が抜けてい

る。48 年 11 月末までは同社のＤ営業所、同年 12 月からはＥ支店で勤務

していたので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、複数の元同僚の回答から判断すると、申立人がＡ

株式会社に継続して勤務し（Ａ株式会社Ｄ営業所から同社Ｅ支店へ異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

   なお、異動日については、Ｂ健康保険組合に保管されているＡ株式会社

Ｅ支店における被扶養者台帳に健康保険の資格取得日が昭和 48 年 12 月１

日と記載されていること、及び当時、Ａ株式会社Ｅ支店において、同社Ｄ

営業所の担当者への厚生年金保険関係事務の連絡を行っていた事務担当者

が、「同社Ｄ営業所において、昭和 48 年 11 月 30 日まで勤務されたという

ことから、間違えて同日を資格喪失日として届け出たのだと思う。」と供述

していることから、同社Ｄ営業所における資格喪失日を 48 年 12 月１日と



することが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ株式会社Ｄ

営業所における昭和 48 年 10 月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記

録から、11 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、当該事業主は、不明であると回答しているが、事業主

が資格喪失日を昭和 48 年 12 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険

事務所（当時）がこれを同年 11 月 30 日と誤って記録することは考え難い

ことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11 月の保険料について納入の告

知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2265 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41年１月から 51年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

                         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年１月から 51 年３月まで 

    昭和 52 年頃、婚姻を契機に妻が国民年金加入手続を行い、それまでの

未納分を遡って納付してくれたので、調査してほしい。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年頃に申立人の妻が国民年金の加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料も遡って納付してくれたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 53 年１月に払い出されていることが同手帳記号番号払出

簿により確認できることから、この頃申立人の国民年金加入手続が行われ

たものと推認され、同手帳記号番号の払出時点では、申立期間の一部は既

に時効により保険料を納付できず、申立期間の保険料を納付するには特例

納付及び過年度納付によることとなるが特例納付が実施されていた時期で

はない。 

   また、申立人は、所持する領収証書から、昭和 50 年４月から 52 年３月

までについて国民年金保険料を過年度納付したことが確認できるものの、

このうち、50 年４月から 51 年３月までについては、保険料の納付日が 53

年９月４日であったことから、還付整理簿において、納付期限経過を還付

事由として、当該期間の保険料は 56 年１月 19 日付けで還付決定されたこ

とが確認でき、このことは当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳に

「還付 50.４～51.３まで 13,200 円」と記載されていることとも符合する。 

   さらに、申立人の妻又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付した



                      

  

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申

立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存し

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2266 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年４月から同年９月までの期間、56 年６月、同年９月

及び 57 年 10 月並びに 61 年４月から 62 年３月までの期間の国民年金保険

料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 56 年６月 

             ③ 昭和 56 年９月 

             ④ 昭和 57 年 10 月 

             ⑤ 昭和 61 年４月から 62 年３月まで 

    私は、申立期間①について、弟の国民年金保険料と一緒に、申立期間

⑤について私たち夫婦と弟の３人分の保険料をＡ市役所又はＢ銀行Ｃ支

店で納付しており、未納となっていることには納得できないので、調査

してほしい。 

    また、国民年金保険料が申請免除となっている申立期間②、③及び④

については、私たち夫婦と弟の３人分について追納の納付書を発行して

もらい保険料を納付したはずであるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①の国民年金保険料を申立人の弟の分と一緒に、申

立期間⑤の保険料を申立人夫婦とその弟の３人分を市役所又は金融機関で

納付し、保険料が申請免除となっている申立期間②、③及び④の保険料に

ついても、申立人夫婦とその弟の３人分を追納により納付したと主張して

いる。 

   しかしながら、申立期間①について、申立人は、当時の国民年金被保険

者台帳である特殊台帳において、申立期間の国民年金保険料を納付した記



                      

  

録は見当たらず、一緒に保険料を納付していたとする申立人の弟について

も、申立期間の保険料は未納とされており、これはオンライン記録とも一

致している。 

   また、申立期間②、③及び④について、申立人は、申立期間を含む昭和

56 年４月から 58 年３月までの申請免除期間について国民年金保険料の追

納申出を行ったことが、オンライン記録により確認できるものの、申立期

間については、申立人夫婦及びその弟のいずれもオンライン記録において

追納を行ったことが確認できない上、申立期間の保険料に係る追納の納付

書は、コンピュータにより作成され、光学式文字読取機（OCR）により納付

記録として入力されることから、申立期間の保険料納付記録が全て漏れる

とは考え難い。 

   さらに、申立期間⑤について、申立期間前の昭和 60 年１月から 61 年３

月までの申請免除期間については、申立人夫婦は国民年金保険料を追納し

ているが、申立人の弟は免除申請を行わず保険料を過年度納付及び現年度

納付しており、申立期間後については、申立人の妻は平成元年３月以降５

回に分けて保険料を過年度納付しているが、申立人及びその弟は現年度納

付していることがオンライン記録で確認できることから、３人分を一緒に

納付していたとする申立内容とは符合しない。 

   加えて、申立人の妻又は申立人が申立期間①、②、③、④及び⑤の国民

年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無

く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない上、申立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、

該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2267 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年６月、同年９月及び 57 年 10 月並びに 61 年４月から

62 年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56 年６月 

             ② 昭和 56 年９月 

             ③ 昭和 57 年 10 月 

             ④ 昭和 61 年４月から 62 年 12 月まで 

    私は、国民年金保険料が申請免除となっている申立期間①、②及び③

について、私たち夫婦と弟の３人分について追納の納付書を発行しても

らい保険料を納付したはずであるので、調査してほしい。 

    また、申立期間④について、私たち夫婦と弟の３人分の国民年金保険

料をＡ市役所又はＢ銀行Ｃ支店で納付しており、未納となっていること

には納得できないので、調査してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人夫婦とその義弟の３人分一緒に、申立期間①、②及び

③の国民年金保険料を追納し、申立期間④について市役所又は金融機関で

保険料を納付したと主張している。 

   しかしながら、申立期間①、②及び③について、申立人は、申立期間を

含む昭和 56 年４月から 58 年３月までの申請免除期間について国民年金保

険料の追納申出を行ったことが、オンライン記録により確認できるものの、

申立期間については、申立人夫婦及びその義弟のいずれもオンライン記録

において追納を行ったことが確認できない上、申立期間の保険料に係る追

納の納付書は、コンピュータにより作成され、光学式文字読取機（OCR）に



                      

  

より納付記録として入力されることから、申立期間の保険料納付記録が全

て漏れるとは考え難い。 

   また、申立期間④について、申立期間前の昭和 60 年１月から 61 年３月

までの申請免除期間については、申立人夫婦は国民年金保険料を追納して

いるが、申立人の義弟は免除申請を行わず保険料を過年度納付及び現年度

納付しており、申立期間後については、申立人は過年度納付しているが、

申立人の夫及びその義弟は現年度納付していることがオンライン記録で確

認できることから、３人分を一緒に納付していたとする申立内容とは符合

しない。 

   さらに、申立人又はその夫が申立期間①、②、③及び④の国民年金保険

料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほか

に申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない上、申立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索した

が、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2268(事案 229 の再申立て) 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年 10月から 38年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 36 年 10 月から 38 年６月まで 

    申立期間について、妻の国民年金保険料は納付済みになっているのに、

一緒に納付していた私の保険料が未納となっていることには納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前回の申立て（申立期間は昭和 36年 10月から 43年３月まで）について、

申立人の妻は、昭和 55 年６月 11 日に、申立期間を含む 36 年４月から 38

年６月までの国民年金保険料を、国民年金法改正法附則４条により特例納

付していることが領収済通知書により確認できるが、申立人については、

申立人の妻と同日に特例納付しているのは、36 年４月から同年９月までで

あることが領収済通知書により確認でき、申立人の妻と一緒に保険料を納

付していたとする主張と相違することなどから、既に当委員会の決定に基

づき平成 20 年６月２日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

   今回、申立人は、その妻の国民年金保険料が納付済みとなっているのに、

一緒に納付していた申立人の保険料が未納となっていることには納得でき

ないとして、申立期間を変更して再申立てしているが、前回の決定のとお

り、申立人の妻は、昭和 55 年６月 11 日に申立期間を含めて２年３か月間

の保険料を特例納付していることが領収済通知書により確認できるのに対

し、申立人は、同日に 36 年４月から同年９月までの６か月についてのみ、



                      

  

特例納付していることが領収済通知書により確認でき、このことは、申立

人に係る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳に記載されている

「附４条 55.6.11 36.4～36.9 まで」とも一致していることから、再申

立内容は当委員会の当初の決定を変更すべき新たな資料及び情報とは認め

られず、そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当

たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していた

ものと認めることはできない。 

 



                      

  

京都国民年金 事案 2269 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 15年２月から 17年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２  申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨   

        申 立 期 間  ： 平成 15 年２月から 17 年３月まで 

    婚姻前の平成 17 年３月か同年４月頃、それまでＡ市の自宅に送付され

ていた納付書の束を持参して、Ｂ社会保険事務所（当時）の窓口で時効

前である申立期間の国民年金保険料として 20 万円から 30 万円を納付し

たはずであり、調査してほしい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 17 年３月か同年４月頃、Ｂ社会保険事務所の窓口で申立

期間の国民年金保険料として 20 万円から 30 万円を、Ａ市において発行さ

れた納付書により納付したと主張している。 

   しかしながら、申立人の国民年金被保険者資格は、申立人がＣ市に転居

後の平成 17 年８月に、国民年金第３号被保険者資格取得届を提出したこと

により取得したことがオンライン記録により確認できることから、申立期

間は当該資格取得届が提出されるまで、国民年金に未加入の期間であり、

申立期間に係る納付書は、Ａ市において発行されなかったものと考えられ

る。 

   また、申立人には、平成 17 年 11 月に、申立期間の一部について国民年

金保険料を納付することができる過年度納付書が発行されていることがオ

ンライン記録により確認できるものの、当該期間に係る納付書はコンピュ

ータにより作成され、保険料収納時に光学式文字読取機（OCR）により納付

記録として入力され、収納後は人手を介さずにオンラインシステムに収録

されることから、保険料納付記録の全てが漏れるとは考え難い。 



                      

  

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚

姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2426 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年５月 24 日から同年９月１日まで 

    昭和 48年３月 22日から同年８月 31日まで、Ａ県Ｂ局に勤務していた。

年金記録では昭和 48 年５月 24 日に資格喪失しているが、同年８月 31

日まで厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ株式会社Ｄ支店及びＥ株式会社Ｂ局長からの回答及び上記Ｂ局が保管

する申立人の人事記録から、申立人は、申立期間においてＢ局で勤務して

いたことが確認できる。 

   一方、上記の人事記録には、申立人は、昭和 48 年５月 24 日に任用、同

年８月 31 日に辞職との記載がある上、Ｅ組合共済センターに照会したとこ

ろ、申立人は、申立期間において同共済組合の組合員であった旨回答して

いる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2427 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年 10 月２日から 60 年２月１日まで 

    私は、申立期間において、一貫して株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）

関係の事業所に継続して勤務していた。厚生年金保険の加入記録に４か

月空白期間があることに納得がいかないので、調査の上、加入記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ｂの保管する台帳及び雇用保険の記録から、申立人が申立期間

においてＣ株式会社（現在は、Ｄ株式会社）に勤務していたことが確認で

きる。 

   しかし、Ｄ株式会社は、当時の資料を保管していないため、申立人の申

立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認することはできない。 

   また、Ｃ株式会社に係る事業所別被保険者名簿によると、当該事業所が

厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 60 年２月１日であり、申立期

間当時は適用事業所ではないことが確認できる。 

   さらに、申立期間当時のＣ株式会社には、株式会社Ａの在籍出向社員が

混在して勤務していたことを、複数の同僚が供述しているが、株式会社Ｂ

人事部に照会したところ、「当時のＣ株式会社は、在籍出向社員を除くと、

申立人と同様に株式会社Ａを退職後に雇用した者のみであり、申立期間に

おいて５人未満の事業所であったため、厚生年金保険法の適用事業所とな

 



っていなかった。」と回答している。 

   加えて、オンライン記録及び上記事業所別被保険者名簿により、申立人

がＣ株式会社に雇用された昭和 59 年 10 月の時点において、株式会社Ａを

退職後に雇用された者は４人であることが確認でき、この４人はいずれも

申立人と同様、60 年２月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得してお

り、申立期間において厚生年金保険の被保険者であった者はいない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2428（事案 71 及び 2105 の再々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年 10 月 22 日から 54 年５月６日まで 

    私は、Ａ株式会社に昭和 51 年 10 月 21 日まで勤務し、親会社のＢ株式

会社に転勤し、54 年５月まで勤務したが、厚生年金保険の記録を見ると、

51 年 10 月から 54 年５月までの記録が無いので、同僚の５人あてに再度

文書照会により調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる資料が現存せず、Ｂ株式会社が加入

していた厚生年金基金においても申立期間に加入していた記録は確認でき

ないこと、及び社会保険事務所（当時）が保管する被保険者名簿において

も申立期間に申立人の氏名が見当たらないことから、申立期間に係る厚生

年金保険被保険者資格取得の届出が行われたことが確認できないとして、

既に当委員会の決定に基づく平成 20年６月 11日及び 22年 10月 28日付け

で年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てにおいて、新たな資料の提出は無いが、Ｂ株式

会社に昭和 51 年 10 月 22 日から 54 年５月６日まで勤務していたことにつ

いて同僚５人の供述が得られるので文書により照会してほしいとして再度

申し立てている。 

   そこで、今回の申立てについて、前回の調査に加えて、申立人が要望し



ている同僚５人に文書照会したところ、Ａ株式会社に勤務していた元同僚

４人は申立期間より以前に退職しており、そのうち３人は、「申立人が申立

期間当時、転勤によりＢ株式会社に異動したと父親又は友人等に聞いた。」

と回答しているものの、残りの１人は「退職後のことであり全く分からな

い。」と回答している。 

   また、５人のうち、Ｂ株式会社に勤務していた残り１人は、「申立人が昭

和 51 年ごろにＡ株式会社からＢ株式会社に異動したことは記憶にあるが、

申立人が何時辞めたかは分からない。」と回答しているため、申立人の申立

期間におけるＢ株式会社の勤務実態及び給与から厚生年金保険料を控除さ

れていたことを確認することはできない。 

   さらに、Ｂ株式会社に申立期間当時勤務していた上記以外の元同僚に文

書照会したところ、「申立人がＢ株式会社に戻って来たことは記憶しておら

ず、申立期間当時のＣ課長は別の人であり申立人がＣ課長をしていた覚え

が無い。」と回答している上、他の複数の元同僚も、申立人が申立期間の一

部に勤務していたことを供述する同僚はいるものの、申立期間における申

立人の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことについ

て確認するための資料及び供述を得ることができない。 

   加えて、申立人は昭和 51 年４月 30 日付けでＡ株式会社の取締役を辞任

していることが法人登記簿により確認でき、「交代の取締役はＢ株式会社か

ら異動してきた。取締役辞任後もＡ株式会社に残った記憶はない。」と述べ

ているが、Ａ株式会社の厚生年金保険の加入記録は同年 10 月 21 日付けで

資格喪失している。一方、後任者は同年４月 30 日にＡ株式会社で取締役に

就任しているものの、申立期間においてＢ株式会社における厚生年金保険

の加入記録があることから、交代後の同年５月１日から同年 10 月 21 日ま

での期間は、Ａ株式会社からの出向でＢ株式会社に勤務していた可能性が

ある。 

   また、申立人は、Ｂ株式会社を退職後は個人で事業経営を行っていたと

供述しているが、申立人は昭和 52 年２月に金融機関から事業用資金を借入

れしていることが不動産登記簿により確認できることから、申立人が申立

期間当時から事業経営を行っていたことがうかがえ、申立期間にＢ株式会

社に勤務していたとする主張と合致しない。 

   そのほかに、委員会の当初及び前回の決定を変更すべき新たな事情は見

当たらないことから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 2429 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

        住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：① 昭和 53 年 12 月１日から 54 年 10 月１日まで 

            ② 昭和 54 年 10 月１日から 55 年 10 月１日まで 

            ③ 昭和 55 年 10 月１日から 56 年６月 21 日まで 

    昭和 53 年 12 月１日にＡ株式会社から株式会社Ｂに転職する際、従前

の給料より多く支払うとの約束があった。申立期間①の報酬月額は約 30

万円、申立期間②は約 32 万円、申立期間③は約 34 万円であった。年金

事務所からのお知らせ便を見て、標準報酬月額の金額がおかしいと思っ

た。受け取っていた給料の半額しか記録されていないので、正しい標準

報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は株式会社Ｂに転職したときの給与の条件が月額 30 万円だった

ことを明確に覚えていることから、標準報酬月額は 30 万円以上であったと

主張している。 

   しかし、株式会社Ｂは「申立期間当時の社長は亡くなっており、当時の

賃金台帳等は保存されていないため、保険料の控除について確認すること

ができず、不明である。」と回答している上、申立人は給与明細書等を保有

しておらず、事業主から届け出られた標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料よりも高額な厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認する



ことができない。 

   また、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に記載された標

準報酬月額及び当該事業所の委託先社会保険労務士が保管している厚生年

金保険の標準報酬決定通知書に記載された標準報酬月額は、オンライン記

録と一致していることが確認できる。 

   さらに、申立期間①、②及び③における当該事業所の役員及び申立人と

同じ現場監督に就いていた同僚の標準報酬月額を確認したところ、いずれ

も申立人のオンライン記録と同額であり、申立人の標準報酬月額のみが同

僚等の取扱いと異なり低額であるという状況はうかがえない。 

   このほか、申立期間①、②及び③について、申立人の主張する標準報酬

月額に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



京都厚生年金 事案 2430 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18 年 1 月 1 日から 24 年 12 月 31 日まで 

    申立期間にＡ市Ｂ町にあったＣ病院（後に「Ｄ病院」に名称変更）に

看護婦として勤務していた。厚生年金保険被保険者であったと思われる

ので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｃ病院に昭和 18 年から 24 年まで看護婦として勤務したと主

張している。 

   しかし、当該事業所は既に廃業し、当時の事業主は既に亡くなっている

上、当該事業所に勤務していた事業主の妻に照会しても申立人が申立期間

に当該事業所に勤務していたことは記憶しておらず、申立人の勤務実態に

ついて確認することはできない。 

   また、申立期間のうち、昭和 18 年１月１日から 19 年９月 30 日までの期

間については、女性従業員に係る厚生年金保険の運用開始は同年 10 月１日

であることから、当該期間は厚生年金保険の被保険者となることができな

い期間である。 

   さらに、オンライン記録において、Ｄ病院が厚生年金保険の新規適用事

業所となった日は昭和 29 年２月１日であり、申立期間において同病院が厚

生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

   加えて、申立人は申立期間当時の同僚２人の名前を挙げているが、当該



事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に当該同僚２人の名前は

記載されていないことが確認できる上、厚生年金保険新規適用時に被保険

者となっている複数の従業員は、申立人を記憶していない旨供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2431 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 11 月１日から 44 年 10 月１日まで 

    昭和 43 年８月 20 日から継続して株式会社Ａに勤務しているが、43 年

11 月１日から 44 年 10 月１日の間、社会保険庁（当時）に記録が無いの

で、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に株式会社Ａに勤務し厚生年金保険の被保険者であ

ったと申立てている。 

   しかしながら、株式会社Ａの当時の事業主は既に亡くなっており、申立

人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

   また、株式会社Ａの健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間

当時、同社で勤務していた同僚６人に照会したところ、１人の同僚は、「申

立人は、申立期間において継続して勤務していた。」と回答しているものの、

申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されていたことが

確認できる供述を得ることができない。 

   さらに、申立人の株式会社Ａにおける雇用保険の加入記録は、昭和 43

年 8 月 20 日に資格を取得し、43 年 10 月 31 日に離職後、44 年 10 月１日に

再度資格を取得しており、厚生年金保険の加入期間と一致していることが

確認できる。 



   加えて、申立人の株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

によると、申立人は、昭和 43 年 11 月１日に資格喪失した際、健康保険証

を社会保険事務所へ返納していることが確認できる上、健康保険の整理番

号に欠番は無く、申立人の申立期間前後の健康保険の整理番号は＊番と＊

番と異なっていることから、申立期間において申立人が厚生年金保険の被

保険者であったことは確認できない。 

   このほか申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2432 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年８月１日から平成 11 年７月 31 日まで 

    年金を請求するために探し物をしていたら、当時の雇用保険被保険者

離職証明書が出てきた。年金記録の当時の標準報酬月額と離職証明書に

記載されている支給額を比べると、標準報酬月額が低いので調べて記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、有限会社Ａに係るオンライン記録の標準報酬月額が、同社を

退職した時の雇用保険被保険者離職証明書に記載されている賃金額より低

いとして申し立てている。 

   そこで、有限会社Ａの事業主が保管している賃金台帳を確認したところ、

平成６年８月から８年 12 月までの期間については申立人に 18 万円の給与

が支給され、９年１月から 11 年６月までの期間については申立人に 15 万

円の給与が支給されており、社会保険料等の控除後の差引支給額は給与支

給額と同額になっており、申立人の受領印が押されている。 

   これについて、当該事業主は、「申立人の給与から保険料を控除しておら

ず、申立人が負担すべき社会保険料、雇用保険料及び所得税を当社が全額

負担していた。」と供述していることから、申立人の給与から厚生年金保険

料を控除されていなかったことがうかがえる。  



   また、当該事業主は、保険料の納付についても、「オンライン記録どおり

の標準報酬月額に基づく保険料を納付した。」と回答していることから、当

該事業所が負担していた申立人の厚生年金保険料額は、申立期間について

は、オンライン記録どおりの標準報酬月額 15 万円に相当する保険料額であ

ったと推認できる。 

   このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、

申立期間について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


